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造
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辺
野
古
新
基
地
建
設
に
伴
う
周
辺
建
造
物
等
の
高
さ
制
限
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
沖
縄
県
民
の
民
意
を
無
視
し
て
、
名
護
市
辺
野
古
へ
の
米
軍
新
基
地
建
設
を
強
行
し
て
い
る
。
昨
年
四
月
以
降

は
、
沖
縄
県
と
の
実
施
設
計
や
環
境
保
全
対
策
に
関
す
る
事
前
協
議
も
終
わ
っ
て
い
な
い
の
に
、
埋
立
工
事
に
必
要
な
岩
礁
破

砕
許
可
さ
え
得
な
い
ま
ま
、
護
岸
工
事
に
着
手
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
下
で
、
先
月
来
の
沖
縄
の
地
元
紙
の
報
道
で
、
新
基
地
周
辺
に
あ
る
国
立
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
（
以
下
、

「
沖
縄
高
専
」
と
い
う
。
）
の
校
舎
や
学
生
寮
、
久
辺
小
中
学
校
な
ど
が
、
飛
行
場
と
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
計
画
と
設
計
に
係
る
米

国
防
総
省
の
統
一
施
設
基
準
に
基
づ
く
高
さ
制
限
、
す
な
わ
ち
制
限
表
面
に
抵
触
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
政
府
は
、

こ
れ
ま
で
の
国
会
審
議
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
を
高
さ
制
限
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
や

具
体
的
な
安
全
確
保
策
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

辺
野
古
新
基
地
建
設
に
伴
い
、
周
辺
の
建
造
物
や
樹
木
（
以
下
、
「
建
造
物
等
」
と
い
う
。
）
の
高
さ
制
限
を
設
定
す
る

主
体
と
具
体
的
な
制
限
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

二

新
基
地
の
標
点
と
標
高
、
一
の
高
さ
制
限
を
超
え
る
す
べ
て
の
建
造
物
等
と
標
高
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

二
の
建
造
物
等
の
所
有
者
や
関
係
自
治
体
を
は
じ
め
と
す
る
利
害
関
係
者
に
対
し
、
高
さ
制
限
に
関
す
る
説
明
や
依
頼
を

行
っ
た
期
日
と
具
体
的
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

四

沖
縄
高
専
の
安
藤
安
則
校
長
は
、
同
校
が
高
さ
制
限
を
超
え
る
こ
と
に
つ
き
、
報
道
さ
れ
る
ま
で
政
府
か
ら
説
明
が
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
非
常
に
困
惑
し
て
い
る
」
（
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
二
〇
一
八
年
四
月
十
三
日
付
、
「
琉
球
新
報
」

同
十
七
日
付
）
と
述
べ
て
い
る
。
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
で
、
辺
野
古
・
大
浦
湾
に
滑

走
路
を
�
字
型
に
配
置
す
る
現
在
の
計
画
に
変
更
す
る
に
当
た
り
、
当
該
統
一
施
設
基
準
に
つ
い
て
は
「
承
知
を
し
て
い

た
」
（
二
〇
一
八
年
五
月
十
日
、
衆
院
安
全
保
障
委
員
会
で
の
私
へ
の
答
弁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
当
時
、
説
明
し

な
か
っ
た
の
か
。
き
わ
め
て
不
誠
実
な
対
応
で
は
な
い
か
。

五

政
府
は
、
沖
縄
高
専
に
つ
い
て
、
「
現
在
ま
で
の
米
側
と
の
調
整
結
果
に
よ
り
、
当
該
高
さ
制
限
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
」
（
二
〇
一
八
年
四
月
十
日
、
衆
院
安
全
保
障
委
員
会
で
の
照
屋
寛
徳
議
員
及
び
参
院
外
交
防
衛
委
員
会
で
の
伊
波
洋
一

議
員
へ
の
答
弁
）
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
手
段
で
米
側
に
確
認
し
た
の
か
。
当
該
統

一
施
設
基
準
に
適
用
除
外
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
る
が
、
適
用
除
外
の
要
件
は
何
か
。

要
件
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
誰
か
。
高
さ
制
限
を
超
え
る
建
造
物
等
が
現
存
す
る
下
で
、
誰
が
ど
の
よ
う

二



に
安
全
を
確
保
す
る
の
か
。

六

政
府
は
、
辺
野
古
新
基
地
の
飛
行
経
路
に
つ
い
て
、
「
離
陸
、
着
陸
の
い
ず
れ
も
周
辺
の
集
落
の
上
空
を
通
過
す
る
の
で

は
な
く
、
基
本
的
に
海
上
と
す
る
こ
と
で
日
米
間
で
合
意
を
し
て
い
る
」
（
二
〇
一
八
年
五
月
十
日
、
衆
院
安
全
保
障
委
員

会
で
の
私
へ
の
答
弁
）
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
の
送
電
鉄
塔
や
通
信
会
社
の
電
波
塔
な
ど
は

撤
去
・
移
設
す
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
。
米
軍
機
に
よ
る
飛
行
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
送
電
鉄
塔
等
の
撤
去
等
を

依
頼
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。

七

政
府
は
、
沖
縄
高
専
の
真
裏
に
あ
る
米
軍
の
着
陸
帯
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
の
使
用
状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る

か
。
草
が
生
え
た
広
場
の
状
態
だ
っ
た
同
着
陸
帯
に
二
つ
の
正
方
形
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ

て
い
る
が
（
「
琉
球
朝
日
放
送
」
二
〇
一
五
年
一
月
二
十
二
日
）
、
そ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。
新

基
地
の
供
用
開
始
後
は
、
従
来
以
上
の
頻
繁
な
使
用
が
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

八

米
国
政
府
関
係
者
は
、
米
軍
機
に
よ
る
新
基
地
周
辺
の
集
落
上
空
の
飛
行
に
つ
い
て
、
「
私
た
ち
ア
メ
リ
カ
側
と
し
て

は
、
再
編
協
議
の
中
で
、
住
宅
地
上
空
を
絶
対
飛
ば
な
い
と
い
う
合
意
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
（
ラ
ー
セ
ン
在
日
米
軍
副

司
令
官
／
二
〇
〇
六
年
六
月
八
日
放
映
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
変
貌
す
る
日
米
同
盟
」
）
、
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
用
と
い
う
の
は
、

三



そ
の
性
質
上
予
測
で
き
な
い
も
の
で
、
通
常
通
り
運
用
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は
出
て
き
ま
す
」
（
ロ
ー
レ
ス
米
国
防
副
次

官
／
同
年
五
月
五
日
、
Ｊ
Ｎ
Ｎ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
な
ど
と
述
べ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
う
し
た
下
で
、
政
府
が
埋
立
申
請

書
に
添
付
し
た
環
境
保
全
図
書
に
お
い
て
は
、
「
�
字
型
の
滑
走
路
は
、
主
た
る
滑
走
路
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
離
発
着

時
の
飛
行
及
び
有
視
界
飛
行
の
場
周
経
路
が
海
上
を
通
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
作
ら
れ
た
も
の
」
と
す
る
一
方
、
「
気
象

（
風
向
き
、
視
界
及
び
雲
の
状
況
）
、
管
制
官
の
指
示
（
間
隔
及
び
順
序
）
、
安
全
（
緊
急
時
）
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
専
門
的

な
判
断
、
運
用
上
の
所
要
等
に
よ
り
、
航
空
機
は
図
示
さ
れ
た
場
周
経
路
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
。

場
周
経
路
か
ら
外
れ
た
飛
行
に
は
、
新
基
地
周
辺
の
集
落
上
空
を
飛
行
す
る
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
る
と
の
認
識
か
。

九

沖
縄
防
衛
局
は
二
〇
一
五
年
八
月
十
二
日
付
で
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
に
送
電
鉄
塔
等
の
撤
去
等
を
依
頼
す
る
文
書
（
沖

防
企
第
三
七
二
一
号
）
を
発
出
し
て
い
る
。
菅
義
偉
官
房
長
官
が
、
政
府
と
沖
縄
県
と
の
間
で
一
ヶ
月
間
の
集
中
協
議
を
行

う
こ
と
と
し
、
八
月
十
日
か
ら
九
月
九
日
ま
で
は
基
地
建
設
の
作
業
を
中
止
す
る
と
し
て
い
た
そ
の
最
中
に
、
こ
の
よ
う
な

文
書
を
発
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
。
表
向
き
は
作
業
を
中
止
す
る
と
し
な
が
ら
、
実

際
に
は
進
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

十

航
空
法
第
三
十
八
条
は
、
「
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
者
は
、
空
港
等
又
は
政
令
で
定
め
る
航
空
保
安
施
設
を
設
置
し
よ
う

四



と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
米
軍
及
び
国
連

軍
が
使
用
す
る
飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
及
び
国
連
軍
地
位
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法

特
例
法
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
民
間
空
港
等
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
空
港
等
の
位
置
や

範
囲
、
高
さ
制
限
等
に
関
す
る
告
示
と
現
地
に
お
け
る
掲
示
、
利
害
関
係
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
の
公
聴
会
の
開
催

な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
辺
野
古
新
基
地
建
設
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
建
設
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
公
有
水
面
埋
立
法
は
米
軍
基
地
の
建
設
に
も
適
用
す
る
一
方
で
、
な
ぜ
、
航
空
法
第
三
十
八
条
を
適

用
し
な
い
の
か
。
日
本
政
府
と
し
て
飛
行
場
の
安
全
性
を
ど
う
確
保
し
、
利
害
関
係
者
が
意
見
を
述
べ
る
権
利
と
機
会
を
ど

う
保
障
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


